
 

   我孫子市景観条例 

 

 我孫子市景観条例（平成１１年条例第１３号）の全部を改正する。  
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かつて文人たちを魅了した、手賀沼や利根川と下総台地が織りなす水辺や田

園の景観は、筑波や富士を遠景に、市民の暮らしの景観を穏やかに包み込んで

いる。  

わたしたち市民は、景観を守り、育て、活（い）かし、創（つく）り、改め

る意志のもとに、鳥が舞い魚が泳ぐ水辺や田園の景観、先人が培った歴史と文

化の景観、優しく安全で心地よい暮らしの景観、暮らしを彩る活（い）き活（い）

きとした出会いや交流のある景観を柱とした景観の形成に努める。そして、こ

れらの景観形成の調和を図ることによって、より魅力ある景観をもった我孫子

市の発展に寄与する。  



 

わたしたち我孫子市民は、自らが主体となり、協力と参加の精神をもって、

より優れた景観を次の世代へ引き継ぐため、ここに我孫子市景観条例を制定す

る。  

第１章 総則  

第１節 通則  

（目的）  

第１条 この条例は、本市が景観法（平成１６年法律第１１０号。以下｢法｣と

いう。）第７条第１項に規定する景観行政団体として、法第８条第１項に規定

する景観計画の策定及び法の施行に関し必要な事項を定めるとともに、法に

定めのない事項についてはこれを別に定めることにより、市民、事業者及び

市が協働する我孫子らしい景観形成の推進を図り、もってゆとりとうるおい

のある景観を次世代に継承することを目的とする。  

（定義）  

第２条 この条例における用語の意義は、法に定めるもののほか、次に掲げる

とおりとする。  

（１） 景観形成 良好な景観を保全し、育成し、活用し、及び創出するこ

と又は現に存在する景観を改善することをいう。  

（２） 市民 市内に居住、在勤又は在学する者及び市内に土地、建築物又

は工作物（以下｢建築物等｣という。）を所有、占有又は管理する者をい

う。  

（３） 景観形成推進ゾーン 第９条第１項に規定する景観形成基本計画で

定める景観形成推進ゾーンをいう。  

（４） 共同住宅等 共同住宅、長屋及び寄宿舎その他これらに類する用途

に供する建築物をいう。  

（５） 一団の土地 一体的な利用がなされていた土地及び所有者が同一で

あった土地をいう。  

（６） 専用住宅 住宅であって、兼用住宅（事務所、店舗その他これらに

類する用途を兼ねる住宅をいう。）及び共同住宅等以外のものをいう。 

（７） 見付面積 建築物等の一つの面における垂直投影面積をいう。  

（８） 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２



 

項に規定する主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す

る目的で行う土地の区画形質の変更をいう。  

（９） 広告物 屋外広告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項

に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件並びに建築物の窓等の

内面に掲出し、屋外に向けて表示する広告物をいう。  

（条例の運用等）  

第３条 市は、この条例の運用に当たっては、市民の財産権その他の権利を尊

重するとともに、公共事業その他の公益との調整を図るものとする。  

２ 市は、この条例の運用に当たり、景観形成を推進するため必要があると認

めるときは、都市計画法による地区計画、建築基準法（昭和２５年法律第

２０１号）による建築協定その他の景観形成に資する制度の活用を図るものと

する。  

第２節 景観形成に関する基本的事項  

（基本理念）  

第４条 市、市民及び事業者は、次に掲げる理念に基づき、景観形成を推進す

るものとする。  

（１） 湖沼、河川、斜面林等の自然環境を尊重するとともに、水辺及び緑

が豊かな自然景観の形成を図ること。  

（２） 地域の歴史及び文化を踏まえた景観形成を図ること。  

（３） 自然景観と調和のとれた街並みの景観形成を図ること。  

（４） 安全で快適な生活が送れる暮らしの景観形成を図ること。  

（５） 市、市民及び事業者の協力及び参加による景観形成を図ること。  

（６） 市周辺の景観との調和を図り、広域的な景観形成に資すること。  

（市の責務）  

第５条 市は、景観形成を図るため、総合的な施策を推進するものとする。  

２ 市は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、市民の意見、要望等が十

分に反映されるよう努めるものとする。  

３ 市は、道路、公園その他市が設置する施設の整備又は改善を行うときは、

周辺環境に配慮した景観形成について、先導的な役割を果たすよう努めるも

のとする。  



 

４ 市は、市民及び事業者の景観形成に関する意識を啓発するとともに、景観

形成に資する行為及び活動に対し、その支援に努めるものとする。  

 （市民の責務）  

第６条 市民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、景観形成に努め

るとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するものとする。  

（事業者の責務）  

第７条 事業者は、自らの事業活動が景観形成に及ぼす影響に配慮し、景観形

成に努めるとともに、市が実施する景観形成に関する施策に協力するものと

する。  

（国等に対する協力要請）  

第８条 市は、必要があると認めるときは、国、地方公共団体その他規則で定

める団体に対し、景観形成について協力を要請するものとする。  

  第２章 景観形成の推進  

第１節 景観形成基本計画  

（景観形成基本計画の策定）  

第９条 市長は、景観形成を総合的かつ計画的に推進するため、我孫子市景観

形成基本計画（以下｢景観形成基本計画｣という。）を策定しなければならない。 

２ 前項の計画には、次に掲げる計画を定めるものとする。  

（１） 法第８条第１項に規定する景観計画  

（２） 本市における景観形成に関する基本的な方向を明らかにした計画  

３ 市長は、景観形成基本計画を策定しようとするときは、法第９条に定める

手続によるほか、我孫子市景観審議会（以下｢景観審議会｣という。ただし、

第５章の章名及び第３３条の規定を除く。）に諮問しなければならない。  

４ 市長は、景観形成基本計画を策定したときは、その内容を告示するものと

する。  

５ 前２項の規定は、景観形成基本計画を変更する場合に準用する。ただし、

法第８条第２項に規定する事項以外のものに係る変更については、法第９条

第２項の手続を省略することができる。  

（景観計画区域の指定）  

第１０条 法第８条第２項第１号に規定する景観計画区域は、市内全域とする。 



 

（特定地区）  

第１１条 市長は、景観形成推進ゾーンのうち、特に先導的かつ重点的に景観

形成を推進すべき一定の区域を、景観形成推進のための特定地区（以下｢特定

地区｣という。）として、景観形成基本計画に定めることができる。  

（推進地区等）  

第１２条 市長は、法第１１条第１項に規定する土地所有者等又は同条第２項

に規定する団体から景観計画の策定又は変更の提案のあった区域を、推進地

区として、景観形成基本計画に定めることができる。  

２ 景観法施行令（平成１６年政令第３９８号）第７条ただし書に規定する条

例で定める区域及び規模は、景観形成推進ゾーン内０ .１ヘクタール以上とす

る。  

３ 法第１１条第２項に規定する景観計画の策定又は変更を提案できる団体と

して条例で定めるものは、自治会、地区の景観形成を目的とする団体で規則

で定める要件を満たすもの及び宅地の販売を目的として市街地の開発を行う

もの（当該宅地の販売を開始する前に限る。）とする。  

（地区景観形成協議会）  

第１３条 法第１１条第１項に規定する土地所有者等又は同条第２項に規定す

る団体で、一定の区域における景観計画の策定又は変更の提案をしようとす

るものは、共同して地区景観形成協議会を結成することができる。  

２ 前項の地区景観形成協議会を結成しようとするときは、規則で定めるとこ

ろにより、市長の認定を受けなければならない。  

３ 地区景観形成協議会は、当該一定の区域の全部又は一部について、法第８１

条第１項に規定する景観協定の作成に関する助言及び指導を市長に求めるこ

とができる。  

第２節 景観計画区域内の景観形成  

（景観形成基本計画との適合）  

第１４条 景観計画区域において法第１６条第１項各号に規定する行為をしよ

うとする者は、景観形成基本計画との適合を図るよう努めなければならない。 

（行為の事前協議等）  

第１５条 法第１６条第１項又は第２項に規定する届出をしようとする者は、



 

当該行為に係る法律若しくはこれに基づく命令又は条例上の手続がある場合

は、その手続を行おうとする日の３０日前までに、あらかじめ、市長と協議

しなければならない。  

２ 前項の協議をしようとする者は、規則で定める図書を添えて申請書を市長 

に提出しなければならない。  

３ 市長は、第１項の協議により景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認め

るときは、第１項に規定する期間を経過する前であっても、当該行為に係る

手続に着手することを認めることができる。  

（届出を要する行為）  

第１６条 法第１６条第１項第４号に規定する届出を要する行為として条例で

定める行為は、次に掲げるとおりとする。  

（１） 木竹の伐採又は植栽  

（２）  屋外における土石、廃棄物（廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭

和４５年法律第１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物をいう。以

下同じ。）、再生資源（資源の有効な利用の促進に関する法律（平成３

年法律第４８号）第２条第４項に規定する再生資源をいう。以下同じ。）

その他の物件の堆
たい

積  
（届出及び勧告等の適用除外）  

第１７条 法第１６条第１項から第６項までに規定する届出、勧告等の適用除

外行為として同条第７項第１１号に規定する条例で定める行為（次項に規定

する区域内におけるものを除く。）は、次に掲げるとおりとする。  

（１） 市街化区域における高さが１０メートル以下の建築物で、次のいず

れかに該当するものの建築等  

ア 住戸数（寄宿舎等にあっては室数をいう。）が３以下の共同住宅等  

イ 開発行為の完了公告の日から１年を経過した土地又は一団の土地に

建築される３棟以下の専用住宅  

ウ ３００平方メートル以下の敷地に建築されるその他の建築物  

（２） 市街化調整区域における自己の居住の用に供する専用住宅で高さが

１０メートル以下のものの建築等  

（３） 建築物（前２号に規定するものを除く。）の外観を変更することとな



 

る修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の見付面積（屋

根部分を除く。）に対する外観の変更の範囲が当該見付面積の３分の１

以内で、かつ、規則で定める色彩の基準に適合するもの  

（４） 高さが１０メートル以下の工作物（擁
よう

壁を除く。次号において同じ。）

の建設等  

（５） 工作物（前号に規定するものを除く。）の外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該工作物の見付面積に対す

る外観の変更の範囲が当該見付面積の３分の１以内で、かつ、規則で

定める色彩の基準に適合するもの  

（６） 高さが５メートル以下の擁
よう

壁の建設等  
（７） 都市計画法第２９条第１項に規定する開発許可を要しない開発行為

又は自己の居住の用に供する専用住宅の建築の用に供する目的で行う

開発行為  

（８） 木竹の伐採又は植栽で、地域森林計画対象民有林を対象としないも

の又は当該行為の行われる土地の面積が５００平方メートル以下のも

の  

（９） 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆
たい

積で、当該堆
たい

積物の高さが３メートル以下で、かつ、その用に供される土地の面積

が５００平方メートル以下のもの 

（１０） その他規則で定めるもの  

２ 特定地区内における法第１６条第７項第１１号に規定する条例で定める行

為は、次に掲げる行為とする。  

（１） 高さが１０メートル以下の自己の居住の用に供する専用住宅の建築

等  

（２） 建築物（前号に規定するものを除く。）の外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該建築物の見付面積に対す

る外観の変更の範囲が当該見付面積の３分の１以内で、かつ、規則で

定める色彩の基準に適合するもの  

（３） 高さが５メートル以下の工作物（擁
よう

壁を除く。次号において同じ。）

の建設等  



 

（４） 工作物（前号に規定するものを除く。）の外観を変更することとなる

修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該工作物の見付面積に対す

る外観の変更の範囲が当該見付面積の３分の１以内で、かつ、規則で

定める色彩の基準に適合するもの  

（５） 高さが２メートル以下の擁
よう

壁の建設等  

（６） 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆
たい

積で、当該堆
たい

積物の高さが１．５メートル以下で、かつ、その用に供される土地の

面積が３００平方メートル以下のもの  

（７） 前項第７号、第８号及び第１０号に掲げる行為  

（特定届出対象行為）  

第１８条 法第１７条第１項に規定する条例で定める特定届出対象行為は、建

築物の建築等及び工作物の建設等のうち、前条において届出を要しないもの

とした行為を除くすべての行為とする。  

（広告物の届出）  

第１９条 景観計画区域において、広告物の表示若しくはその内容の変更又は

広告物を掲出する物件の設置、改造若しくは色彩の変更を行い、景観形成に

影響を及ぼすものとして規則で定める規模を超える行為をしようとする者は、

規則で定めるところにより、あらかじめ、市長にその内容を届け出なければ

ならない。  

（助言、指導、勧告等）  

第２０条 市長は、第１５条第１項に規定する協議又は前条に規定する届出に

おいて、当該協議又は届出に係る行為が景観形成基本計画に適合しないと認

めるときは、当該協議又は届出をした者に対し、景観形成を図るために必要

な措置を講じるよう助言し、又は指導することができる。  

２ 市長は、第１５条第１項に規定する協議若しくは前条に規定する届出をし

なかった者又は前項に規定する助言若しくは指導に従わない者に対し、協議

若しくは届出をし、又は助言若しくは指導に従うよう勧告することができる。 

３ 市長は、前項若しくは法第１６条第３項に規定する勧告又は法第１７条第

１項若しくは第５項に規定する命令をしようとするときは、緊急を要する場

合を除き、景観審議会の意見を聴かなければならない。  



 

４ 第１項に規定する助言又は指導は、規則で定める期間内に行うものとする。

ただし、前項の規定により景観審議会の意見を聴く場合その他市長が必要が

あると認める場合は、この限りでない。  

第３節 景観づくり市民団体  

（景観づくり市民団体の認定等）  

第２１条 市民は、景観形成のための活動を目的として、景観づくり市民団体

を結成することができる。  

２ 市民は、前項の団体を結成しようとするときは、規則で定めるところによ

り、市長にその認定の申請を行うものとする。  

３ 市長は、前項の申請に係る団体が規則で定める要件に該当すると認めると

きは、景観づくり市民団体として認定するものとする。  

４ 市長は、前項の規定により景観づくり市民団体として認定したときは、当

該団体に通知しなければならない。  

５ 市長は、認定した景観づくり市民団体が規則で定める要件に該当しなくな

ったと認めるとき又は景観づくり市民団体として適当でなくなったと認め

るときは、その認定を取り消すものとする。  

６ 第４項の規定は、景観づくり市民団体の認定を取り消した場合に準用する。 

（景観づくり提案）  

第２２条 前条の規定により認定を受けた景観づくり市民団体は、景観形成を

推進するための提案又は意見（以下「景観づくり提案」という。）を市長に

提出することができる。  

２ 市長は、景観形成を推進するための施策を策定し、又は実施するに当たっ

ては、前項の規定により提出された景観づくり提案に配慮するものとする。 

第４節 既存の施設等の景観形成  

（既存の施設等の景観形成への配慮）  

第２３条 市民、事業者及び市は、自らが所有し、管理し、又は使用する権原

を有する次に掲げるもの又は屋外における一時的な行為について、景観形成

に配慮するよう努めなければならない。  

（１） 既存の建築物等  

（２） 既存の広告物  



 

（３） 空地  

（既存の施設等に対する要請）  

第２４条 市長は、景観形成を図る上で著しく支障があると認めるときは、既

存の建築物等若しくは広告物若しくは空地又は屋外において集積され、若し

くは貯蔵された物品について、その所有者（権原に基づく占有者又は管理者

がある場合は、それらの者を含む。以下「所有者等」という。）に対し、景観

形成に配慮するよう要請することができる。  

２ 市長は、前項の規定による要請をする場合において、必要があると認める

ときは、景観審議会の意見を聴くものとする。  

第５節 景観形成重要物  

（景観形成重要物の指定）  

第２５条 市長は、景観形成上重要な役割を果たしていると認める建造物（こ

れと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。）及

び樹木を、法第１９条に規定する景観重要建造物及び法第２８条に規定する

景観重要樹木（以下｢景観形成重要物｣という。）として指定することができる。 

２ 市長は、前項の指定をしようとするときは、あらかじめ、所有者等の同意

を得るとともに、景観審議会の意見を聴かなければならない。  

３ 市長は、景観形成重要物を指定したときは、所有者等に通知し、その旨を

告示するとともに、規則で定めるところにより、標識を設置するものとする。  

４ 市長は、公益上の理由その他特別な理由があると認めるときは、第１項の

指定を解除するものとする。  

５ 市長は、前項の解除をするときは、あらかじめ、景観審議会の意見を聴か

なければならない。  

（助言及び指導）  

第２６条 市長は、景観形成重要物の管理が適当でないため景観形成上の価値

が損なわれると認めるときは、当該景観形成重要物の所有者等に対し、管理

の方法の改善その他管理に関し必要な措置を講じるよう助言し、又は指導す

ることができる。  

（協議及び買取りの申出）  

第２７条 景観形成重要物の所有者は、指定の継続が困難となる事由が生じた



 

ときは、速やかに、市長と協議しなければならない。  

２ 景観形成重要物の所有者は、前項の協議により、市長に当該景観形成重要

物の買取りの申出をすることができる。  

第３章 啓発、助成及び表彰  

（普及啓発）  

第２８条 市長は、市民及び事業者に対し、景観形成に関する知識を普及し、

又は意識を啓発するため、広報活動、学習支援、情報提供その他必要な施策

を講じるものとする。  

２ 市長は、市民に対して景観形成に関する意識を啓発し、又は地域における

景観形成に関する情報を収集するため、景観づくり協力員を置くことができ

る。  

（助成等）  

第２９条 市長は、地区景観形成協議会及び景観づくり市民団体に対し、専門

家の派遣若しくは技術的援助を行い、又は予算の範囲内において、その活動

に要する費用の一部を助成することができる。  

２ 市長は、景観形成重要物の保全のために必要があると認めるときは、その

所有者等に対して、技術的援助を行い、又は予算の範囲内において、その保

全に要する費用の一部を助成することができる。  

（表彰）  

第３０条 市長は、市内において、景観形成に寄与していると認める建築物等、

広告物その他の物件の所有者等、設計者若しくは施工者又は樹木、水辺等の

所有者等を表彰することができる。  

２ 市長は、前項に掲げるもののほか、市内において景観形成に著しく寄与し

たと認める活動を行った個人又は団体を表彰することができる。  

第４章 我孫子市景観アドバイザー  

 （設置）  

第３１条 市長は、本市の景観形成の推進を図るために必要な情報を収集し、

又は専門的助言を聴くため、我孫子市景観アドバイザー（以下｢景観アドバイ

ザー｣という。）を置くことができる。  

（委嘱）  



 

第３２条 景観アドバイザーは、景観形成に関して専門的知識及び経験を有す

る者のうちから、市長が委嘱する。  

２ 景観アドバイザーの任期は、２年とし、再任することができる。  

第５章 我孫子市景観審議会  

（設置）  

第３３条 景観形成に関する重要事項について調査審議するため、我孫子市景

観審議会を置く。  

（組織等）  

第３４条 景観審議会は、委員１５人以内をもって組織する。  

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。  

（１） 市民  

（２） 学識経験者  

（３） 各種団体の代表者  

（４） 市議会議員  

（５） 関係行政機関の職員  

（６） その他市長が適当と認める者  

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

４ 委員は、再任することができる。  

５ 景観審議会は、専門的事項について調査審議するため、専門部会を置くこ

とができる。  

６ この章に定めるもののほか、景観審議会の組織及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。  

第６章 雑則  

 （公表）  

第３５条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者について、その者の氏名

及び住所（法人にあっては、その名称及び所在地）並びに当該対象となる行

為その他を、規則で定める方法により公表することができる。  

（１）  第１９条又は法第１６条第１項若しくは第２項に規定する届出の際、

虚偽の届出をした者  



 

（２） 第２０条第２項又は法第１６条第３項に規定する勧告に従わない者  

２ 市長は、前項の公表をしようとするときは、景観審議会の意見を聴かなけ

ればならない。  

 （委任）  

第３６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、平成１８年１１月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の我孫子市景

観条例（以下「旧条例」という。）第９条の規定により策定した景観形成基

本計画は、改正後の我孫子市景観条例（以下「新条例」という。）第９条の

規定により策定した景観形成基本計画とみなす。  

３ この条例の施行日前に旧条例第２６条及び第２６条の３の規定によりされ

ている届出に係る行為については、なお従前の例による。  

４ この条例の施行日前に旧条例第２６条の２の規定により指定した特定地区

は、新条例第１１条の規定により定めた特定地区とみなす。  

（我孫子市開発行為に関する条例の一部改正） 

５ 我孫子市開発行為に関する条例（平成１３年条例第３２号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条第２項中「（平成１１年条例第１３号）第２６条第１項」を「（平

成１８年条例第  号）第１５条第２項」に、「届出後」を「申請書の提出

後」に、「に行うものとする。」を「、それぞれの所定の期間が経過した後

に行わなければならない。ただし、我孫子市景観条例第１５条第２項の規定

による申請書の提出後、同条第３項の規定により市長が当該行為に係る手続

に着手することを認めた場合においては、紛争予防条例第５条の規定による

標識の設置後、当該標識の設置に係る所定の期間が経過したときは、協議の

申請を行うことができる。」に改める。 

 


